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○千歳市スポーツ賞及び千歳市スポーツ奨励賞規則 

平成８年９月１日規則第34号 

改正 

平成15年10月22日規則第43号 

平成24年２月23日規則第５号 

千歳市スポーツ賞及び千歳市スポーツ奨励賞規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第20条の規定に基づき、本市のスポ

ーツの発展に寄与したもの及びスポーツにおいて奨励すべき成績を収めたものを表彰することに

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動（キャンプ活動その他の野外

活動を含む。）であって、心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。 

（表彰の種類等） 

第３条 表彰は、千歳市スポーツ賞及び千歳市スポーツ奨励賞とし、千歳市に縁があり、かつ、次

の各号の一に該当する個人及び団体の中から該当者を選考し、表彰する。 

(１) 千歳市スポーツ賞 スポーツの発展に寄与し、その功績が特に顕著な個人又は団体 

(２) 千歳市スポーツ奨励賞 スポーツの分野において奨励するにふさわしい成績を収めた個人

又は団体 

（被表彰者の決定） 

第４条 被表彰者は、市長が決定する。 

２ 候補者を推薦する場合は、千歳市スポーツ表彰推薦書（第１号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

（表彰方法） 

第５条 表彰は、市長が表彰状及び記念品を贈呈して行う。 

２ 表彰は、毎年７月１日現在の調査により、11月に行う。ただし、市長が特別な理由があると認

めるときは、表彰の時期を変更することができる。 

（委員会の設置） 

第６条 第４条に定める被表彰者を選考するため、千歳市スポーツ表彰審査委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 
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２ 委員会は、委員10名以内をもって組織する。 

３ 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持つ社会体育関係者及び関係

行政機関の職員の中から、市長が委嘱又は任命する。 

（委員の任期） 

第７条 委員の任期は、２年とする。ただし、後任者が就任するときまで在任するものとする。 

２ 欠員のため委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第８条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員が互選した者をもって充てる。 

３ 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（招集） 

第９条 委員会は、会長が招集する。 

（議事） 

第10条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

２ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（委任） 

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成８年の表彰に限り、第５条第２項中「７月１日」とあるのは、「市長が定める日」と読み

替える。 

（千歳市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正） 

３ 千歳市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則（昭和54年千歳市規則第26号）の一部を

次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

(６) 千歳市スポーツ賞及び千歳市スポーツ奨励賞候補者の選考に関すること。 

附 則（平成15年10月22日規則第43号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年２月23日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

第１号様式（第４条関係） 
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